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答

弁

第

四

号 

   

ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
本
社
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
の
経
営
破
綻
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

衆
議
院
議
員
松
浦
利
尚
君
提
出
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
（
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ア
ン
ド
・
コ
マ
ー
ス
・
イ
ン
タ
ー 

内
閣
衆
質
一
二
一
第
四
号 

平
成
三
年
九
月
十
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
松
浦
利
尚
君
提
出
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
（
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ア
ン
ド
・
コ
マ
ー 

ス
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
本
社
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
の
経
営
破
綻
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

御
質
問
の
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
は
、
昭
和
四
十
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。
グ
ル
ー
プ
の
持
ち
株
会
社
で
あ
る 

 
 

Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
主
な
株
主
は
、
ア
ブ
ダ
ビ
首
長
国
の
シ
ェ
イ
ク
・
カ
リ
フ
ァ
・
ビ
ン
・
ザ
イ
ー 

ド
・
ア
ル
・
ナ
ハ
ヤ
ー
ン
殿
下
（
持
ち
株
比
率
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
ア
ブ
ダ
ビ
政
府
財
務
部
（
同
二
十
九 

 

パ
ー
セ
ン
ト
）
及
び
ア
ブ
ダ
ビ
投
資
庁
（
同
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
年
次 

 

報
告
書
に
よ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
連
結
の
資
産
規
模
は
平
成
元
年
末
で
約
二
百
三
十
五
億
ド
ル
、
預
金
残
高
は
約 

 

百
八
十
五
億
ド
ル
、
貸
付
残
高
は
約
百
二
億
ド
ル
で
あ
る
。
な
お
、
預
金
者
数
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。 

 
 



二
に
つ
い
て 

東
京
支
店
が
属
す
る
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
・
Ｓ
Ａ
（
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ア
ン
ド
・
コ
マ
ー
ス
株
式
会
社 

 

の
略
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
昭
和
四
十
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。
同
行
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
百
パ
ー 

 

セ
ン
ト
子
会
社
で
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
・
Ｓ
Ａ
の
平
成 

 

元
年
末
の
資
産
規
模
は
約
九
十
二
億
ド
ル
、
預
金
残
高
は
約
七
十
五
億
ド
ル
、
貸
付
残
高
は
約
三
十
八
億
ド
ル 

で
あ
る
。
な
お
、
預
金
者
数
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。
同
行
は
、
平
成
三
年
六
月
末
時
点
で
、
世
界
十
三 

箇
国
に
四
十
七
支
店
を
有
し
て
い
た
。 

同
グ
ル
ー
プ
は
、
平
成
三
年
六
月
末
時
点
で
、
世
界
六
十
九
箇
国
に
三
百
六
十
五
の
拠
点
を
有
し
て
い
た
。 

御
質
問
の
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
が
お
と
り
捜
査
を
受
け
て
麻
薬
資
金
を
洗
浄
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二 

年
に
米
国
フ
ロ
リ
ダ
州
の
法
廷
で
自
ら
有
罪
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
年
三
月
に
東
京
支
店
か
ら 

事
情
聴
取
を
行
い
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
正
経
理
の
存
在
に
つ
い
て
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
通
貨
監
督
庁
か
ら 

四 

 



三
に
つ
い
て 

2 

申
請
し
た
者
及
び
そ
の
申
請
に
係
る
支
店
が
、
そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
銀
行
の
業
務
を
的
確
、

1 

申
請
し
た
者
及
び
そ
の
申
請
に
係
る
支
店
が
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
財

産
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
申
請
し
た
者
及
び
そ
の
申
請
に
係
る
支
店
の
当
該
業
務
に
係
る
収
支
の
見
込
み 

が
良
好
で
あ
る
こ
と 

の
連
絡
を
受
け
た
の
は
、
平
成
三
年
七
月
五
日
の
夜
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
他
国
当
局
か
ら
同
行
の
不
正 

行
為
に
つ
い
て
の
連
絡
は
受
け
て
い
な
い
。 

免
許
に
際
し
て
は
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
条
第
三
項
に
基
づ
く
相
互
主
義
の
審

査
の
ほ
か
、
同
法
第
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
、 

Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
・
Ｓ
Ａ
の
東
京
支
店
の
銀
行
業
営
業
免
許
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
八
年
に
打
診
、
昭
和
六
十
一 

年
一
月
三
十
一
日
に
申
請
が
あ
り
、
同
年
五
月
十
六
日
に
免
許
を
付
与
し
て
い
る
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

3 

申
請
し
た
者
及
び
そ
の
申
請
に
係
る
支
店
に
よ
る
銀
行
の
業
務
の
開
始
が
、
当
該
銀
行
の
業
務
が
営
ま
れ

る
地
域
に
お
け
る
資
金
の
需
給
状
況
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
の
営
業
状
況
そ
の
他
経
済
金
融
の
状
況
に 

照
ら
し
て
、
金
融
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
等
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と 

と
の
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
行
い
、
こ
れ
に
適
合
す
る
も
の
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の 

際
、
同
行
の
第
一
義
的
監
督
当
局
で
あ
る
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
通
貨
監
督
庁
に
対
し
、
同
行
の
財
務
上
の
健
全
性 

等
に
つ
い
て
照
会
し
、
そ
の
確
認
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
同
支
店
の
免
許
に
つ
い 

て
問
題
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有 

す
る
者
で
あ
る
こ
と 

御
質
問
の
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
東
京
支
店
の
決
算
公
告
に
よ
れ
ば
、
同
支
店
の
平
成
三
年
三
月
末
の
預
金
残
高
は
約
五 

六 

 



五
に
つ
い
て 

Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
・
Ｓ
Ａ
が
、
本
店
所
在
地
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
商
事
地
方
裁
判
所
か
ら
、
全
世
界
の
支
店
に
つ
い 

て
の
営
業
停
止
の
命
令
を
受
け
た
の
は
、
日
本
時
間
の
平
成
三
年
七
月
五
日
の
夜
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
東 

 

Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
東
京
支
店
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
、
七
月
二
十
二
日
に
特
別
清
算
の
手
続
に
入
っ 

て
お
り
、
同
支
店
の
預
金
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
清
算
人
（
釘
澤
一
郎
弁
護
士
）
が
、
裁
判
所
の
監
督

の
下
に
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
従
っ
て
、
諸
外
国
に
お
け
る
手
続
と
も
調
整
を

図
り
な
が
ら
、
そ
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
も
、
各
国
の
銀
行
監 

督
当
局
と
の
情
報
交
換
な
ど
を
通
じ
、
清
算
人
の
努
力
を
で
き
る
限
り
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。 

百
三
十
七
億
円
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
支
店
の
預
金
残
高
に
は
、
際
立
っ
た
増
減
は
生
じ
て
い
な
い
と
承
知
し 

て
い
る
。
ま
た
、
同
支
店
に
は
、
平
成
三
年
七
月
五
日
現
在
で
、
延
べ
二
百
四
十
五
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い 

 

た
。 

七 

 



六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

京
支
店
の
営
業
は
既
に
終
了
し
て
い
た
。
同
店
は
、
翌
七
月
六
日
、
銀
行
法
第
十
六
条
に
基
づ
く
臨
時
休
業
の 

届
出
を
大
蔵
省
に
対
し
て
行
っ
て
お
り
、
以
来
、
一
切
営
業
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
つ
い 

て
措
置
が
遅
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

現
在
、
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
東
京
支
店
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
監
督
の
下
で
の
特
別
清
算
の
手
続
中
で
あ
り
、
政
府 

と
し
て
は
、
同
手
続
の
進
ち
ょ
く
を
見
守
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
同
支
店
の
処
分
可
能
資
産
の
内
訳
と
金
額
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
裁
判
所
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清 

 

算
人
に
よ
る
清
算
計
画
作
成
準
備
作
業
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
回
答
を
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た 

い
。 預

金
保
険
制
度
は
、
各
金
融
機
関
の
健
全
経
営
の
た
め
の
努
力
、
行
政
当
局
の
監
督
、
検
査
等
に
よ
り
経
営 

八 

 



八
に
つ
い
て 

破
た
ん
を
極
力
回
避
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
万
一
の
破
た
ん
の
場
合
に
預
金
者
等
を
救
済
し
よ
う
と 

す
る
制
度
で
あ
る
が
、
在
日
外
国
銀
行
支
店
に
破
た
ん
が
生
ず
る
か
否
か
は
、
基
本
的
に
は
、
我
が
国
行
政
当 

局
の
監
督
、
検
査
の
及
ば
な
い
海
外
の
本
店
所
在
地
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
在
日
外
国
銀
行
支 

店
は
預
金
保
険
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。 

在
日
外
国
銀
行
支
店
を
預
金
保
険
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
預
金
保
険
制
度
全 

般
と
の
整
合
性
、
在
日
外
国
銀
行
支
店
の
実
態
及
び
意
向
等
を
踏
ま
え
て
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考 

え
て
い
る
。 

Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
が
、
お
と
り
捜
査
を
受
け
て
麻
薬
資
金
を
洗
浄
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
年
に
米 

 

国
フ
ロ
リ
ダ
州
の
法
廷
で
自
ら
有
罪
を
認
め
た
こ
と
、
米
国
の
銀
行
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
ひ
そ
か
に 

違
法
に
買
収
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
財
務
状
況
の
粉
飾
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
了
知
し
て
い
る 

 

九 

 



 

一
〇 

が
、
そ
の
他
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

九
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
今
回
の
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｉ
事
件
の
教
訓
に
か
ん
が
み
、
多
国
籍
銀
行
に
対
す
る
国
際
的
監
督
の
在 

り
方
の
再
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
既
に
、
主
要
国
の
銀
行
監
督
当
局
と
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
協
議
を
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 




